
  

令和４年度雇用保険料率の変更について 

 雇用保険料率が令和４年４月１日からと 10月 1日からの２段階で 

引き上げられます。 

     

 

     事業主負担             事業主負担  

    

 

事業主負担のみ変更になります。（ ）内は建設事業の料率。 

     

 

     事業主負担             事業主負担  

    

  

事業主・被保険者負担共に変更になります。（ ）内は建設事業の料率。  

 10月締分の給与計算から雇用保険料率の変更が必要です。 

  

  詳細は、担当者にお気軽にお問い合わせください。 
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1,000 分の 6(8) 

 
被保険者負担 

 

 

1,000 分の３(４) 

 

 

被保険者負担 

 

 

1,000 分の 6.5(8.5) 

 

 

1,000 分の３(４) 

 

 

被保険者負担 

 

 

1,000 分の３(４) 

 

 

被保険者負担 

 

 

1,000 分の 5(6) 

 

 

1,000 分の 6.5（8.5） 

 

1,000 分の 8.5(10.5) 

 

令和４年４月１日～令和４年９月 30日 

 

令和４年 10月１日～令和５年３月 31日 

 


